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サラワクの森林開発 

• 1960年代以降 木材産業（丸太、用材、合板）の発展         

• 1990年代以降 プランテーション（特に油ヤシ）の拡大 

• 1997年から植林政策（事業地一部を油ヤシに使用可） 

 ↓ 

• 社会・環境的問題 

• 国内外NGOから開発反対運動 

 ↓ 

• 政府は多少の住民参加、補償、持続的森林管理政策を実施 

  その一方で森林開発（特にプランテーション）はますます進展 
  

森林開発＝大きな政治経済的利権 

   森林開発に関する事業権、関連政府機関、利権構造 
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サラワクの森林開発に関わる制度 

―関連政府機関と事業権の交付システム― 
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サラワク林業 
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サラワクの森林開発に関連する事業権の交付機関 

環境影響 
評価 (EIA) 

サラワク土地
開発省 

プランテーション 
事業権（州有地） 

プランテーション 
転換許可（NCR） 

林業（商業伐採）
事業権 

植林事業権 
木材・木材加工品 
輸出入許可 

サラワク計画資源管理省 
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サラワクの森林開発関連公社・政府機関 

サラワク計画資源管理省 サラワク土地開発省 

・木材加工 
・木材貿易 
・植林 

・プラン
テーション 

サラワク 
林業開発
公社 

(STIDC/ 
PUSAKA) 

林 
業 
局 

植林 
プランテー
ション開発 
（ＮＣＲ） 

プランテー
ション開発
（州有地、
ＮＣＲ） 

サラワク
土地統合
復興機関
(SALCRA) 

土地管理
開発機関
(LCDA/ 
PELITA) 

サラ
ワク 
林業
公社 
(SFC) 

持続
的 

森林
管理 

連邦土地
統合復興
機関

(FELCRA) 

プランテー
ション開発
（州有地、 
ＮＣＲも？） 

連邦土地
開発機関
(FELＤＡ) 

プランテー
ション開発
（州有地、
ＮＣＲも？） 
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サラワクの森林開発の制度的特徴 

• 権限の集中 

 → 重要な事業権（商業伐採、植林、プランテーション）は全て 

最終的にサラワク計画資源管理大臣（＝州首相）に交付権限 

• 政府主導の植林・プランテーション開発 

 → 州政府がＮＣＲのプランテーション化を促進、管理  

 → 州政府機関が（企業との合弁で）植林、プランテーション開発 

 → 連邦政府機関がプランテーション事業に参入 

⇒州首相、州政府にとって重要な政治・経済的資源 
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サラワクの森林開発をめぐる 

政治・経済的利権構造 

1.  木材産業 

2.  植林事業 

3. プランテーション産業 
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サラワクの木材産業の発展 

• 1960年代から本格化 

• 1990年代前半までは丸太生産がメイン  

 →   1980年代後半 国内外で伐採反対運動  

 →   1993年   ITTOの勧告から伐採量削減  

• 1990年代から用材、ベニヤ合板の生産増加  

（グラフ参照） 
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グラフ 
 サラワク州における木材関連製品およびパーム油の  
 輸出額 1987-2005 （million RM)  
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パーム油 palm oil 

丸太 sawnlogs 

用材 sawn timber 

ベニヤ板 veneer sheets 

ベニヤ合板 plywood plain 

Sarawak Year Book 
 から筆者作成 
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サラワク林業事業権 保有者・企業トップ５ 
（1996年）            ※Brown (1999) 参照 

No. 
企業名 

事業権  
総面積（ha） 

備考 

1 
サムリン・グループ 1,636,320 

•サラワク地元華人企業（ミリ） 
•役員にCM従兄、与党政治家 

2 リンブナン・ヒジャウ・ 
グループ 

1,500,000 
•サラワク地元華人企業（シブ） 
•役員にCM従兄、与党政治家 

3 
州首相（CM）関係者    
    の企業   合計 

998,011 
CMの親族、友人、部下、親しい
政治家（とその家族）など 

4 
ＫＴＳグループ 500,000 

•サラワク地元華人企業（シブ） 
•役員に与党政治家 

5 
ＷＴＫグループ 400,000 

•サラワク地元華人企業（シブ） 
•CM, 与党への献金 

5 
シンヤン・グループ 400,000 

•サラワク地元華人企業（シブ） 
•役員にCM兄弟 
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サラワク 
地元林業企業 

林業局 

 事業権 交付 

   手数料、使用料等        

林業事業権をめぐる政治・経済的利権構造 

売却に 
よる収入 

事業権  
  売却 

政権     
 支持 

サラワク州首相 
＝与党党首 

（サラワク計画資
源管理大臣 兼任） 

事業権  
  交付 

州首相の親族、
友人、部下 

与党政治家 

献金（⇒選挙資金へ） 

政権支持    

献金 給料 

役員： 

州首相
の親族
友人 
部下 

役員： 

親しい
与党 
政治家 
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木材産業における利権構造の特徴 

• 州首相を頂点とする政財界の 

  インフォーマルなパトロン・クライアント関係 

   ⇒ 州首相にとって、財力の拡大 

                 権力の維持 のための装置 
 

• ＮＧＯ、野党、海外メディア・研究者等からの批判は

不可避 
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サラワクにおける植林事業の発展 

1997年から植林政策（Planted Forest Policy） 

• 商業伐採による択伐後の森林を皆伐し、       

植林（アカシア、ゴムなど。一部油ヤシも可） 

• 植林事業権（60年）の取得企業には             

政府低利貸付サービスや安価な地代などの特典 

• 2008年までに、すでに40件の事業権を交付 

  合計で280万ヘクタール（サラワク州全土の23％） 
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 サラワク植林事業権 保有企業・機関 
 トップ６ （2007年）    ※Friends of the Earth (2008) より筆者作成 

No. 
企業名 

事業権  
総面積（ha） 

備考 

1 サムリン・グループ 571,810 •林業事業権 保有企業  No.1 

2 
リンブナン・ヒジャウ・ 
グループ 

555,073 •林業事業権 保有企業  No.2 

3 林業局 490,000 •ＫＴＳ、サムリン、タ・アンが下請 

4 タ・アン・グループ 300,131 •CM従兄の会社 

5 
サラワク林業開発 
公社－ＫＴＳ 合弁 

278,761 
•ＫＴＳは林業事業権 保有企業  
No.4 

6 シンヤン・グループ 257,948 •林業事業権 保有企業  No.5 
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 事業収入 
 

下請、合弁  
  林業局 

サラワク林業開発公社 
賄賂も？ 

下請、合弁  
  

賄賂も？ 
 事業収入 
 

植林事業権をめぐる政治・経済的利権構造 

サラワク州首相 
＝与党党首 

（サラワク計画資
源管理大臣 兼任） 

政権支持    

献金（⇒選挙資金へ） 

役員： 

州首相、与党議員、林業
局長、州首相の従兄など 

人事 
政権 
支持    

サラワク 
地元林業企業 

林業局 

     事業権 交付 

役員： 

州首相
の親族
友人 
部下 

役員： 

親しい
与党 
政治家 

献金 給料 

        手数料、使用料等 
        

事業権 
  交付 

州首相の親族、 
友人、部下など 
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（木材産業との比較において） 

  植林産業にみられる利権構造の特徴 

• パトロン・クライアント関係の制度化 

  ⇒ インフォーマルな利益供与に対する批判を回避   

    州首相の権力は維持 

• 州政府（高官）のフォーマル・インフォーマルな収入 

  増加 

  ⇒ 開発プロジェクト、選挙、個人の資金拡大 
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サラワクにおける 
油ヤシ・プランテーション産業の発展 

• 1968年     英開発公社とサラワク州政府の合弁事業 開始 

• 1970年代  州・連邦政府機関（州土地開発委員会、州土地統合復興  

                               機 関、州土地管理開発機関；連邦土地統合復興機関、連邦土 

              地開発機関）によるプランテーション開発  開始  

• 1980年代～  半島部の大企業（大資本あり）の参入 開始 

 

• 1990年代末～ サラワク林業企業の参入 開始  

• 2008年までに  18大企業が65万ヘクタール（複合地）を取得 

• 2010年までに    129万ヘクタールを油ヤシ・プランテーション 

                                   にする政府計画（すでに約250社が契約） 

      まだ小規模 
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 サラワクの大規模プランテーション保有 
  企業・機関トップ６ （2007-08年） 
No. 

企業名 
事業権  

総面積（ha） 
備考 

1 
リンブナン・ヒジャウ・ 
グループ 

83,000 
•林業事業権 保有企業  No.2 
•植林事業権 保有企業  No.2 

2 
トレイドウィンズ・ 
グループ 

75,000 
• 本社クアラルンプール 
•役員にUMNO 中央幹部 

3 シンヤン・グループ 67,000 
•林業事業権 保有企業  No.5 
•植林事業権 保有企業  No.5 

4 タ・アン・グループ 55,000 
•林業事業権 保有企業  No.4 
•CM従兄の会社 

5 サイム・ダビ 48,000 
• 本社クアラルンプール 
•役員にUMNO 中央幹部 

6 
サラワク土地統合復
興機関（SALCRA） 

45,000 
•NCRのプランテーション開発 
•私企業との合弁事業 

※Friends of the Earth (2008) 参照 
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半島部（ＫＬ） 
プランテーション企業・機関 

役員： 
UMNO政治家 

プランテーション事業権をめぐる 
政治・経済的利権構造 

サラワク州首相 
＝与党党首 

（サラワク計画資源管
理大臣 兼任） 

サラワク 
地元林業企業 

役員： 

州首相の
親族友人 
部下 

役員： 

親しい
与党 
政治家 

献金 

政権支持    

献金（⇒選挙資金へ） 

給料 

土地調査局 

     事業権 交付 

        手数料、使用料等 
        

事業権 
  交付 

州首相の親族、 
友人、部下など 

土地調査局 
     事業権 交付 

サラワク 
地元中小企業 

役員： 
政治家 

ＮＣＲ 
開発  

ＮＣＲ開発   
  合弁 
  サラワク土地統合復興機関 

土地管理開発機関 

委員：閣僚（土地開発大臣等）、
与党政治家など 

  事業収入 
  手数料等 

       手数料、使用料等 
        

人事 政権 
支持    

（選挙支援 、献金）   
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プランテーション産業にみられる利権構造の特徴 

（植林産業との共通点） 

• パトロン・クライアント関係の制度化 

• 州政府のフォーマル・インフォーマルな収入増加 

（相違点） 

• 連邦政府機関・大企業の参入 

 ＜連邦＞資本力、半島部の未開地不足、利益拡大 

        サラワクの中小企業と組んでＮＣＲ開発 

   ＜州＞   政治的取引ではなく、ビジネス 
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まとめ 
（制度） 

• 州首相への権限集中 

• 州政府財源としての植林、プランテーション開発 

• 開発によるＮＣＲ侵食の「合法的」システム 

（利権構造） 

• 州首相と政財界のパトロン・クライアント関係が 

  制度化 ⇒ 州首相の権力、財力は依然維持、拡大 

• 州政府・政治家の収入増加 → 開発、選挙、個人 

• 連邦（政府機関・企業）から資金流入 

  生産利益は地元中小企業にも還元    ＮＣＲ住民には利益少 
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